
     

 

平成 23 年３月 15 日 

各  位 

                                                  会 社 名  株式会社 DPG ホールディングス 

                                                  代表者名  代表取締役社長 松田 純弘 

                                                （コード番号 ３７８１ 名証セントレックス） 

                                                  問合せ先  ＩＲｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 篠塚 剛 

                                                （Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５４６４－３０６０） 

 

平成22年12月期有価証券報告書提出遅延及び 

当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ 

 

当社は、平成22年12月期有価証券報告書について、金融商品取引法第24条第１項に定める提出

期限（平成23年３月31日）までに提出できない見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

記 

１．有価証券報告書の提出遅延理由 

当社は、会計監査人からの金融商品取引法第 193条の２第１項及び第２項に基づく監査報告受領
に向け監査対応中でありますが、平成 23年３月 11日付開示の「第三者調査委員会の設置のお知ら
せ」に記載のとおり、社外調査委員会を設置し平成 21 年度の有価証券報告書等の調査を開始いた
しました。 
当社の会計監査人は、調査委員会の調査事項について調査委員会の報告、評価等を確認した上で、

会計監査人としての監査を行う予定でありますが、当社と会計監査人との間で今後の監査日程を協

議した結果、調査委員会の調査が開始したばかりであり、調査委員会の報告予定が平成 23年 4月
中頃であり、調査委員会の調査結果に係る監査業務も慎重な検討が必要となることから、会計監査

人の監査業務が提出期限までに終了できず、金融商品取引法第 24 条第１項に定める提出期限（平
成 23年３月 31日）までに平成 22年 12月期有価証券報告書の提出ができない見込みであります。 
 

２．監理銘柄（確認中）への指定について 

名古屋証券取引所の株券上場廃止基準の取扱い５(１)ｍ(a)により、金融商品取引法に定め

る提出期限（平成23年３月31日）までに有価証券報告書を提出できる見込みが無い旨を開示

した場合は、当該銘柄を監理銘柄（確認中）に指定することとされております。よって当社

株式は、名古屋証券取引所より、投資家の皆様の注意を喚起するため、平成23年３月15日付

にて監理銘柄（確認中）に指定される見込みであります。 

 

 

－１－ 



  

３．今後の見通し 
  平成 22年 12月期有価証券報告書につきましては、会計監査人と協力して監査を進め、監査報告
書を受領のうえ、平成 23年４月 30日までに提出を行う予定であります。 
株主の皆様をはじめ関係各位に多大なご迷惑をお掛けいたしましたこと、心からお詫び申し上げ

ます。 
   

以  上 
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